
若狭における福井県の「でたらめ行政」を検証する（その45)

河内川ダム建設の無駄と無謀 その㉗

こ う ち が わ

河内川ダム建設工事に係る

関西電力熊川発電所へのダム補償金に疑惑 12

(小浜市) 松本 浩

関西電力の第三者委員会の調査発表を受けて、関西電力が公表し

た「役員報酬カット分の補填(ほてん)約 2億6000万円」の原資も、

福井県が施工した河内川ダム建設工事の不正支出金である。

1）発電設備の取水設備工について。(第 236号)
2）発電設備の付替水路工について。－その① (第 237号)
2）発電設備の付替水路工について。－その② (前 238号)
2）発電設備の付替水路工について。－その③ (今 239号)

令和 2年 10月 l2日、福井県嶺南振興局小
浜土木事務所の河内川・大津呂ダム総合管理

事務所で「公文書非公開決定通知書」（右書

面）に係る話し合いがもたれた。

席上、要旨次のような会話が交わされた。

所長：本庁河川課から、松本さんが請求され

た公文書は存在しないという通知が来てい

ます。

松本：････平成 31 年度、････令和元年 7 月
25日変更申請、同 8 月 26日変更承認の後
は河内川ダム事業の補助金交付申請はして

いないということですね。

所長：そういうことですね。

松本：しかし、それだと、ちょっと大変なこ

とになりますね。令和元年 8月以降、それ
以前の事業費、補償工事費などが変更され

ていない、修正もされていないということ

ですね。

所長：そうです。

松本：それだと本当に大変なことになります

よ。平成 30 年度当初補償工事費予算は付
替町道工 5700 万円だけでしたが、年度末
の補助金変更申請で 1 億 4700 万円に増額

されましたね。熊川発電所付替水路工事費

9000万円が追加されたためですね。
所長：････ はい。



松本：この 9000 万円の使途について、私は
昨年、公文書公開を請求して福井県に質し

ました（9月 18日請求、11月 7日開示）。
その際、福井県は、「9000万円の使途は、

付替水路工 30－ 1と付替水路工 30－ 3で
ある」として、その工事管理台帳、設計書、

支出伝票、工事写真などが開示されました。

また、河内川ダムの地元若狭町の北原町

議は、この 7 月 28 日、日本共産党地方議
員団の福井県交渉の席で、前以て通告した

質問項目に基づいて、本件 9000 万円に該
当する工事の工事管理台帳の開示を求め、

その工事の内容の説明を求めました。

これに対して、県の河川課長は、北原町

議に付替水路工 30－ 1と 30－ 3の工事台
帳を開示して、9000万円が確かにこの 2
件の工事に使われたと説明されましたが、

今回、この「公文書非公開決定通知書」は、

北原町議に対する河川課長の説明が嘘、虚

偽であったことを、福井県自身の手で証明

する結果になっていますね。

所長：ン････？

松本：（平成 30 年度と 31 年度の「国庫補助
金交付決定通知書」の「河内川ダム事業総

括表を示す）この平成 31年 2月 25日に国
土交通省が承認した 30 年度の変更実施内
容では、「補償工事費 5700万円」に「付替
水路工 9000万円」が追加されて、1億 4700
万円に増額されましたね。

所長：はい。

松本：ところが、翌年度、平成 31 年度当初
の「河内川ダム事業費総括表」で 30 年度
の補償工事費実績を見ますと、30 年度実
績は 5700 万円となっていて、追加された
9000万円が実績から消失しています。

所長：････

松本：････ 平成 30年度の「総括表」では、29
年度のまでの「補償工事費実績」の数値が

9,781,514千円で、平成 31年度の「総括表」
を見ますと、30 年度までの「補償工事費
実績」が 9,838,514 千円です。つまり、平
成 30年度の補償工事費の実績は、9,838,514
千円－ 9,781,514千円ですから････、

所長：5千、････何百万になりますね。

松本：････5700万円です。
所長：････

松本：これだと、平成 30 年度の補償工事、
付替水路工 30 － 1、30 － 3 に間違いなく
9000 万円を支出したという福井県の説明
が怪しくなってきますね。

所長：しかし、これは、31 年度当初のもの
ですから、30年度の清算が…

松本：まだ済んでいない････ しかし、その

後、平成 31、つまり令和元年 7月 25 日に
福井県が国土交通省に補助金交付決定額の

変更を申請し、8 月 26 日に承認されたこ
の「平成 31 年度総括表」を見ましてもこ
の通りです。補償工事費については、4 月
当初の数値と変わっていません。30 年度
実績は 5700 万円のまま変更されていませ
んね。

所長：････

松本：平成 29年度までの「補償工事費実績」
も 9,781,514 千円となっていますし、30 年
度までの実績も 9,838,514 千円と変わって
いませんよね。

8 月ではもう、前年度会計の処理は済ん
でいる筈ですね。

所長：････

松本：福井県の公文書からは、発電所付替水

路工事に使われた筈の 9000 万円が間違い
なく消失していて、今、それ以外の公文書

は存在しないとの通知書が正式に届いたの

ですから、9000 万円の使途不明に疑いの
余地はありません。

所長：････

松本：しかし、これは大変なことですよ。年

度末に変更追加された発電所の補償工事費

9000 万円はどこへ消えたんですか。はっ
きりしたご説明を頂かなければなりません

ね。

所長：････それは、当事務所から…というこ

とでしょうか。それとも…

松本：････、本庁の河川課でしょうね。

所長：････

松本：これは犯罪ですよ。恐ろしい犯罪だと

思いますよ。もともと、河内川ダムに水没

する関西電力の熊川発電所導水路の工事補



償費は、もっと安かったんですよ。

この「発電所補償概算額表」（右表）は、

かつて、「コンクリートから人へ」のスロ

ーガンを掲げて勝利した民主党政権が、福

井県に河内川ダムの検証を求めた際に、福

井県がコンサルタント会社のニュージェッ

クに 2000 万円以上の委託費を払って作成
し、国に提出した報告書に記載されていた

ものです。

膨大な資料であったために、県の河川課

が開示する際にうっかり見過ごして、墨塗

りを免れた資料です（平成 29年 8月 31日
の文書開示の席上、筆者が本件「慨算額表」

を提示したとき、本庁ダム建設 G の Y 主
任は顔面蒼白となった）。

所長：････

松本：この表では、熊川発電所導水路の付替

補償工事費が、180m で 4353 万円と試算
されていますね。ずっと後の資料でも付替

導水路工事費は 4千数百万でしたよ。この
4千数百万の水路工事に福井県は、平成 29
年度 2億 400万円、平成 30年度に 9000万
円、31年度に 6400万円、合計 3億 5800
万円の補償工事費を計上してきたんですか

らね。

所長：････

松本：しかも、付替水路工 30 － 1、30 － 3
として福井県が西野土木に発注した 2件の
工事費 8600 万円の費用は、この 3億 5800
万円とは別会計であるとされた訳ですから

大変なことです。

だけど、今回のこの 9000 万円は、本当
にどこに消えたんでしょうね…。

この金は関西電力の発電施設の導水路に

対する補償費として計上されていますか

ら、行き先は関西電力だと私は思っていま

す。

しかし、このような恐ろしい犯罪は、県

の出先機関で企画することができるとはと

ても考えられませんね。ダム事務所では無

理でしょう。

この犯罪を企画したのは、関西電力に自

分の実力を誇示したい高浜町の森山元助で

あり、実行させたのは、森山元助役の依頼

を断り切れない弱点を握られていた西川一

誠知事でしょうね。

なお、河内川ダム建設工事に係る熊川発電

所補償金としては下記も支払われている（発

電機 130kW、関西電力 147 ヶ所ある水力発
電所の下から 2番目の出力、大正 8年 9月運
転開始）。

受領者はいずれも、大阪市北区の関西電力

（株）水力事業本部である。

・「熊川発電所の発電停止による減電補償（工

事期間中）」 平成 29年 10月 31日
補償契約書 5,699,000 円

・「熊川発電所の長期停止に伴う維持管理費

用補償」 平成 29年 10月 31日
補償契約書 2,346,810 円

・「熊川発電所長期停止による減電補償」

平成 31年 4月 26日
支出命令書 13,775,700 円

・「熊川発電所永久減電補償」

令和 1年 12月 10日
支出命令書 18,276,000 円

・「熊川発電所長期停止による滅電補償」

令和 1年 12月 10日
支出命令書 5,493,700 円

熊川発電所減電補償 合計 45,591,210円

次号につづく


